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目標設
定等

数値
目標

備考

1

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

乳幼児健康診
査受診率

　市町村が実施する乳幼児健康
診査の受診率の向上により、乳
幼児期からの早期発見、早期支
援につながる。

地域保健課 ○ 乳幼児健康診査受診率
Ｈ30
90.6% (1歳6ヶ月児）
89.4% (3歳児）

94.0%
(1歳6ヶ

月）
91.0%

(3歳児）

○

健やか
親子お
きなわ21
（第２次）
中間目
標値
(H31)

2

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

有所見率の推
移

　乳幼児健康診査の有所見児に
対するフォローを実施するための
参考値となり、発達障害児を含
めた有所見児の早期発見、早期
支援につながる。
　※健診後の要フォローについて
は、「乳幼児健診の事後フォロー
実施状況」（沖縄県の母子保健）
について各市町村の取組で整理

地域保健課
障害福祉
課

○ 有所見率

Ｈ30
4.4% (1歳6ヶ月児）
6.4% （3歳児）：499+426/14,501×100=6.35

※有所見率：（精神発達（延）＋言語発達遅滞（延））/受診児全体×１００
言語発達遅滞は、健診所見内訳の内、言語発達を指す

- -

3

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

市町村が実施
する問診票や
健診マニュア
ルの改訂等

　市町村が実施する問診票や健
診マニュアルの改訂等の支援を
行うことにより、早期発見、早期
支援体制整備につながる。

地域保健課 保健所 ○
問診票や健診マニュアルの改
訂実施状況

平成28年度に改訂済み
検討小委員会に参画

- -

4

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

宮古・八重山
における乳幼
児専門健診

　宮古・八重山福祉保健所で乳
幼児の発達相談等の個別相談を
実施することにより、離島支援の
充実を図ることを目的としてお
り、親の育児不安の解消や関係
者への支援にも繋がっている。

地域保健課 保健所 ○
宮古・八重山における乳幼児
専門健診の実施状況

【宮古保健所】
・講演会開催
（平成30年８月実施）
【八重山保健所】
・総合療育相談（平成31年3月15日開催）
・関係者調整会議（5回開催）

- -

5

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

乳幼児健診時
の心理士の配
置

　乳幼児健診時に心理士を配置
することにより、健診の充実を図
る。

地域保健課 ○
乳幼児健診時の心理士の配
置率（市町村）

H30 配置率
調査中

- -
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6

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

乳幼児健診後
のフォローの
充実に向けた
市町村支援
（市町村発達
障害者支援体
制サポート事
業）

　サポートコーチ（平成２６年度よ
り発達障害地域支援マネジャー）
により、乳幼児健診後のフォロー
の充実に向けた市町村支援を行
う。

障害福祉課 ○
市町村発達障害者支援体制
サポート事業の実施

支援市町村数：16ヵ所
延支援回数：87件

- -

7

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

乳幼児健診事
後教室の実施
状況

　
　乳幼児健診事後教室は、乳幼
児健診後の発達が気になる子の
フォローや早い段階での支援開
始を目的とし、市町村が主体的
に実施しているもので、設置数を
あげることにより、より地域での
早期支援体制の構築につなが
る。

地域保健課
障害福祉
課

○
乳幼児健診事後教室設置市
町村数

H30
19市町村

22市町
村 ○

8

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

「沖縄県の母
子保健」の作
成

  地域における母子保健対策向
上のための基礎資料としての活
用を目的とし、母子保健施策の
充実、強化を図る。

地域保健課
沖縄県の母子保健の作成（頻
度、母子保健の冊子発行数
等）

平成27年度版・平成28年度版：平成30年度発行・配布
平成29年度版：令和元年度発行・233冊配布
平成30年度版：令和２年度発行・配布予定

- -

9

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

発達障害特有
のアセスメント
ツール
（M-CHAT
PARS 等）の普
及

　必要な支援を考えたり、将来の
行動を予測したり、支援の成果を
調べるための方法として普及を
図ることにより、早期発見、早期
支援体制の充実を図る。

障害福祉課
健康長寿
課

○
アセスメントツールの普及・検
討の実績（検討会や研修等の
実績）

・Vineland-Ⅱ適応行動尺度実践研修：１回 - -

10

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

市町村新人保
健師研修

 市町村の新人保健師に対し研
修を実施することにより、保健師
の資質向上を図る。

地域保健課 ○
市町村新人保健師研修受講
者数

H30
受講者33名
(うち市町村保健師29名）

- -

11

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

早期発見、早
期支援者に対
する研修等（発
達障害者支援
センター運営
事業）

　主催研修及び共催研修、講師
派遣等による研修の実施によ
り、支援者の資質向上を図る。

障害福祉課
発達障害者支援センター運営
事業で実施した研修実績

【主催・共催研修】
件数：56件
延べ受講者数：2,085名

【講師派遣】
件数：260件
延べ受講者数：7,211名

- -
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12

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

障害児等療育
支援事業

　在宅の障害児等が身近な地域
で療育指導等が受けられる療育
機能の充実を図る。

障害福祉課

障害児等療育支援事業の実
箇所数
離島支援実績
発達障害支援（登録者数）

支援実施ヵ所：11ヵ所
離島支援件数：1,652件
発達障害者支援【登録者数】：760名

10か所 ○

13

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

地域子育て支
援拠点事業

　地域の子育て中の親子の交流
促進や、育児相談等を実施し、
地域の子育て拠点として地域の
子育て支援活動の展開を図る取
組等を実施し、地域の子育て支
援機能の充実を図る。

子育て支援
課

○
地域子育て支援施設設置数
等（実績）

93箇所 － －

14

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

保育所等訪問
支援（障害児
通所支援）

　障害のある子が集団生活を営
む施設に訪問支援員が訪問し、
専門的な支援・相談などを行う
サービス

障害福祉課 ○ 保育所等訪問支援事業所数 18箇所 - -

15

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

児童発達支援
（障害児通所
支援）

　未就学の障害のある子どもに
対して、日常生活における基本
的な動作の指導、集団生活への
適応訓練などを行うサービスで
あり、発達障害児の利用促進を
図る。

障害福祉課 ○ 児童発達支援事業所数 238箇所 - -

16

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

親子通園事業

　発達に遅れがある子に対して、
早期の療育支援を行うとともに、
育児に関する不安を保護者とと
もに考える子育て支援を目的とし
ている。

障害福祉課 ○ 親子通園事業設置箇所 沖縄県発達支援通園事業連絡協議会加盟事業所数：20箇所
22か所
（設置
数）

○

17

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

保育士等への
研修（発達障
害に関する研
修会の開催
分）

保育士等を対象に発達障害支援
に関する研修を実施し、保育士
等の資質向上を図る。

子育て支援
課

障害福祉
課

○ 保育士等への研修実績
○保育士等への研修実績
（県実施分）26市町村
（市町村実施分）25市町村

- -
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18

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

児童発達支援
事業所及び放
課後等デイ
サービス事業
所職員に対す
る研修等（発達
障害者支援セ
ンター運営事
業及び圏域別
研修等事業）

　児童発達支援事業所及び放課
後等デイサービス事業所職員に
対し、発達障害支援に関する内
容の研修等を実施し、サービス
の向上を図る。

障害福祉課
福祉事務
所

○
発達障害者支援センター運営
事業および圏域別研修等事
業で実施した研修の実績

・圏域別研修等事業の主催・共催
件数：８件（５圏域）受講者数：404名

【発達障害者支援センター】
・児童発達支援事業所職員等に対する研修等の実施
主催・共催研修：19件、講師派遣：53件
受講者数：5,206名

- -

19

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

巡回支援専門
員整備事業
（市町村地域
生活支援事
業）

　発達障害等に関する知識を有
する専門員が、保育所等の子ど
もやその親が集まる施設・場へ
の巡回支援を実施し、障害の早
期発見・早期対応のための助言
等の支援を行う事業であり、活用
を図ることにより早期発見につな
がる。

障害福祉課 ○
巡回支援専門員整備事業実
施市町村数

実施市町村数：13市町村 - -

20

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

支援ファイルの
作成（改訂）に
よる普及

　支援ファイルを、一貫性のある
継続的な支援や関係機関の円
滑な連携のために活用していくた
めの方法として、各分野関係機
関で作成、活用について検討し、
発達障害児（者）支援に役立て
る。

県立学校教
育課

障害福祉
課

○
支援ファイルの作成の検討に
かかる活動実績

【県障害者自立支援協議会】
　療育・教育部会での支援ファイルの普及及び活用状況についての報告
内で、支援ファイルの現状について検討を実施。

【沖縄県発達障害者支援センター】
・「新サポートノートえいぶる」に関する調査を実施（市町村対象）
・講師派遣   １件　受講者数：50名
・配布数（市町村、関係機関等への配布）    698冊

- -

21

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

私立幼稚園特
別支援教育補
助事業（助成
園数）

　障害児の受入に要する経費に
対する補助を実施することによ
り、幼稚園の負担を軽減し、発達
障害児を含む障害児の就園の促
進を図る。

子育て支援
課

私立幼稚園特別支援教育補
助助成園数

13園 16園 ○

2
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22

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

幼児教育政策
プログラムの
策定率（黄金っ
子応援プラン）

　
　市町村における幼児教育政策
プログラムの策定を支援し、特別
支援教育の充実を図ることや、
総合教育センターにおいて、特別
支援教育研修会を実施し、理解
と支援方法の向上を図る等の取
組を行う。

義務教育課 ○
幼児教育政策プログラム策定
率

策定済み市町村数
15市町村（36％）

100% ○

23

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

保育所、幼稚
園の連携（保
幼小合同研修
会）

　保育所、幼稚園、小学校合同
の研修会を開催することにより、
保幼小連携の推進を図る。

義務教育課
県立学校
教育課

○ 保幼小合同研修会開催実績

H30年度　５回
　・沖縄県幼児教育合同研修会（２回）
　・保育技術協議会
　・沖縄型幼児教育推進事業連絡協議会（３回）

５回
（毎年
度）

○

24

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

沖縄県自立支
援協議会及び
部会（障害者
等相談支援体
制整備事業）

　県全体の障害児者の支援体制
の検討や市町村の支援体制に
対する意見・助言等を行うことに
より、県内の早期支援体制の整
備を図る。

障害福祉課
自立支援協議会及び部会開
催回数

・自立支援協議会：　1回
・相談・人材育成部会 　1回
・療育・教育部会　　2回
・就労支援部会　　1回
・住まい・地域支援部会　1回
・権利擁護部会　2回

- -
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25

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

圏域自立支援
連絡会議（障
害者等相談支
援体制整備事
業）

　各圏域に圏域自立支援連絡会
議を設置し、市町村の課題抽
出、相談支援体制に対する支援
等を行う。

福祉事務所
障害福祉
課

圏域自立支援連絡会設置状
況（療育・教育部会関係）

【北部】
○療育・教育部会　年２回開催
○地域における発達障害児・者支援体制の充実を目的とし、「アタッチメ
ント～親子関係の信頼関係を深めるために大切なこと～」をテーマに研
修会を開催。
○ペアレントプログラムを国頭村で開催（部会で共有）。
○北部保健所主催の「医療が必要な北部県域在宅長期療養児（者）連絡
会での情報共有。
○医療的ケアの必要なお子さんが利用できるサポートや制度について周
知できるようガイドブック委員会を発足し、リーフレットを作成。

【中部】
療育・教育部会　年３回開催
・ペアレントプログラム支援者研修参加者を療育・教育部会に招聘し、参
加しての感想、普及啓発していく上での課題などを検討した。
・レスパイトの在り方について、討議した。
【南部】
新サポートノートえいぶるについて療育・教育部会長、県発達障害者支
援センター委員、圏域ADと圏域での周知のあり方等を検討し、えいぶる
の普及に関する研修会を１回実施。

【宮古】
・相談支援部会（年3回開催）
　部会において、ペアレント・プログラム調整会議（4回）を設置し、宮古圏
域ペアプロを実施。（H30.10～12月/保護者：7名、支援者：10名）

【八重山】
・療育・教育部会を３回開催
・与那国町（H31.2.8）、石垣市（H31.2.9）において、平岡禎之氏・ワッシー
ナ氏を講師とした「子育て支援講演会～子育てが楽しくなるヒントがいっ
ぱい」を開催。与那国町参加者18名、石垣市参加者56名（沖縄県発達障
がい者支援センターと共同主催・与那国町及び石垣市の共催）。

- -
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Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
村

事業等の実施効果の目安と
なるもの

H30
目標設
定等

数値
目標

備考

26

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

市町村自立支
援協議会

　市町村自立支援協議会の設
置、活用の促進を図る。各圏域
に配置したアドバイザーと福祉保
健所が連携し、市町村に対する
協議会の設置活用について助
言、支援を行うことや、市町村に
おいては自立支援協議会を活用
し相談支援体制の整備を図る。

福祉事務所
障害福祉
課

○
市町村自立支援協議会（全体
会）開催回数

【北部】　８回
名護市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、伊江村、東村：各１回
伊平屋村開催なし。
【中部】
管内市町村自立支援協議会　開催　17回
【南部】
・市町村自立支援協議：１３回
【宮古】
11回（宮古島市：10回、多良間村：1回）
【八重山】
○石垣市：自立支援協議会　3回開催、相談支援部会　2回開催、こども
部会　2回開催、就労支援部会　2回開催、権利擁護部会　2回開催、住ま
い・地域移行支援部会　2回開催
○竹富町：自立支援協議会　1回
○与那国町：開催実績無し

205回
（累計）

○

27

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

発達障害児
（者）支援機関
連絡会議（発
達障害者支援
体制整備事
業）

　発達障害児（者）及びその家族
に対し、途切れのない支援を推
進するため、県関係各課等で委
員を構成し、支援に係る現状及
び課題の共有や対応協議等を行
う会議

障害福祉課
発達障害児（者）支援機関連
絡会議開催回数

（開催状況）
実務者会議：１回
支援機関連絡会議：１回

- -

28

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

障害児入所支
援事業

福祉型障害児入所施設及び医
療型障害児入所施設・指定医療
機関があり、障害の特性に応じ
て、保護、日常生活の指導及び
独立自活に必要な知識技能や治
療を提供することを目的とする。

児童相談所
障害福祉
課

障害児入所支援サービスの
提供

医療型障害児入所施設（指定医療機関２機関含め）：６施設
福祉型障害児入所施設：６施設

- -

29

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

要保護児童対
策地域協議会

　要保護児童対策地域協議会へ
の参加により、情報交換及び支
援内容に関する協議を行うこと
や、未設置の市町村に対する設
置の働きかけや、既設置市町村
に対しての運営支援を強化し、協
議会の活用を図る。

青少年・子
ども家庭課

児童相談
所

○

【児童相談所】
要保護児童対策地域協議会
設置市町村数と児相の参加
状況

41市町村
41市町

村 ○

Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
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る課①
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村
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目標設
定等
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目標
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30

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

子ども・若者総
合相談セン
ター

ニート、ひきこもり、不登校等、社
会生活を円滑に営む上での困難
を有する子ども・若者を支援する
ため、子ども・若者育成支援推進
法に基づき、子ども・若者総合相
談センターを設置し、支援する。

青少年・子
ども家庭課

設置に向けた取り組み
Ｈ２６　設置予定 H26.10設置済み

１か所
（設置
数）

○

H29は子
ども未来
政策課
が所管

31

１．早期発
見、早期支
援体制につ
いて

発達障害者支
援センター

発達障害児（者）に対する支援を
総合的に行う地域の拠点として、
発達障害者に関する各般の問題
について発達障害児（者）及びそ
の家族からの相談に応じ、適切
な指導又は助言を行うとともに、
関係施設及び関係機関との連携
強化等により、発達障害児（者）
に対する地域における総合的な
支援体制の整備を推進すること
を目的とする。

障害福祉課
発達障害者支援センターの設
置

１箇所 － －

32

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

発達障害特有
のアセスメント
ツール
（M-CHAT
PARS 等）の普
及【再掲】

　必要な支援を考えたり、将来の
行動を予測したり、支援の成果を
調べるための方法として普及を
図ることにより、早期発見、早期
支援体制の充実を図る。

障害福祉課
健康長寿
課

○
アセスメントツールの普及・検
討の実績（検討会や研修等の
実績）

・Vineland-Ⅱ適応行動尺度実践研修：１回 - -

33

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

沖縄県自立支
援協議会及び
部会（障害者
等相談支援体
制整備事業）

　県全体の障害児者の支援体制
の検討や市町村の支援体制に
対する意見・助言等を行うことに
より、県内の相談支援体制の整
備を図る。

障害福祉課
自立支援協議会及び部会開
催回数

・自立支援協議会：　1回
・相談・人材育成部会 　1回
・療育・教育部会　　2回
・就労支援部会　　1回
・住まい・地域支援部会　1回
・権利擁護部会　2回

- -
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計画・取組等
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る課②
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目標設
定等

数値
目標

備考

34

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

圏域自立支援
連絡会議（障
害者等相談支
援体制整備事
業）【再掲】

　各圏域に圏域自立支援連絡会
議を設置し、市町村の課題抽
出、相談支援体制に対する支援
等を行う。

福祉事務所
障害福祉
課

圏域自立支援連絡会設置状
況

【北部】
　設置あり
【中部】
　中部圏域障害者自立支援連絡会議　設置済み
【南部】
　南部地区自立支援連絡会議：　１回
【宮古】
　圏域自立支援連絡会議→　設置（H30年度：2回開催）
【八重山】
　圏域自立支援連絡会議の設置

- -

35

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

発達障害児
（者）支援機関
連絡会議（発
達障害者支援
体制整備事
業）
【再掲】

　発達障害児（者）及びその家族
に対し、途切れのない支援を推
進するため、県関係各課等で委
員を構成し、支援に係る現状及
び課題の共有や対応協議等を行
う会議として開催する。

障害福祉課
発達障害児（者）支援機関連
絡会議開催回数

（開催状況）
実務者会議：１回
支援機関連絡会議：１回

- -

36

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

特別支援教育
推進事業運営
協議会

　発達障害を含む障害のある幼
児児童生徒に対する特別支援教
育を総合的に推進するため、各
分野の関係者からなる協議会と
して開催する。

県立学校教
育課

障害福祉
課

特別支援教育推進事業運営
協議会開催回数

県内６教育事務所において、協議会を２回開催
特別支援教育推進運営協議会1回開催

- -
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37

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

発達障害者支
援センター【再
掲】

発達障害児（者）に対する支援を
総合的に行う地域の拠点として、
発達障害者に関する各般の問題
について発達障害児（者）及びそ
の家族からの相談に応じ、適切
な指導又は助言を行うとともに、
関係施設及び関係機関との連携
強化等により、発達障害児（者）
に対する地域における総合的な
支援体制の整備を推進すること
を目的とする。

障害福祉課
発達障害者支援センターの設
置

１箇所 － －

38

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

保育所、幼稚
園の連携（保
幼小合同研修
会）【再掲】

　保育所、幼稚園、小学校合同
の研修会を開催することにより、
保幼小連携の推進を図る。

義務教育課
県立学校
教育課

○ 保幼小合同研修会開催実績

H30年度　５回
　・沖縄県幼児教育合同研修会（２回）
　・保育技術協議会
　・沖縄型幼児教育推進事業連絡協議会（３回）

５回
（毎年
度）

○

39

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

市町村自立支
援協議会【再
掲】

　市町村自立支援協議会の設
置、活用の促進を図る。各圏域
に配置したアドバイザーと福祉保
健所が連携し、市町村に対する
協議会の設置活用について助
言、支援を行うことや、市町村に
おいては自立支援協議会を活用
し相談支援体制の整備を図る。

障害福祉課
福祉事務
所

○
市町村自立支援協議会（全体
会）開催回数

【北部】　９回
【中部】32回
【南部】10回
【宮古】11回
宮古島市：10回、多良間村：１回
【八重山】４回

205回
（累計）

○

40

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

要保護児童対
策地域協議会
【再掲】

　要保護児童対策地域協議会へ
の参加により、情報交換及び支
援内容に関する協議を行うこと
や、未設置の市町村に対する設
置の働きかけや、既設置市町村
に対しての運営支援を強化し、協
議会の活用を図る。

青少年・子
ども家庭課

児童相談
所

○
要保護児童対策地域協議会
設置市町村数と児相の参加
状況

41市町村
41市町

村
○
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41

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

障害児等療育
支援事業【再
掲】

　在宅の障害児等が身近な地域
で療育指導等が受けられる療育
機能の充実を図ることを目的とし
て実施し、宮古、八重山の離島を
含む県内９箇所の事業所に委託
し、支援を実施している。

障害福祉課

障害児等療育支援事業の実
箇所数
離島支援実績
発達障害支援（登録者数）

支援実施ヵ所：11ヵ所
離島支援件数：1,652件
発達障害者支援【登録者数】：760名

10箇所 ○

42

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

幼児教育政策
プログラムの
策定率（黄金っ
子応援プラン）
【再掲】

　市町村における幼児教育政策
プログラムの策定を支援し、特別
支援教育の充実を図る。

義務教育課 ○
幼児教育政策プログラムの策
定率

策定済み市町村数
15市町村（36％）

100% ○

43

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

子ども・若者支
援地域協議会

ニート、ひきこもり、不登校等、社
会生活を円滑に営む上での困難
を有する子ども・若者に対する支
援を効果的かつ円滑に行うた
め、子ども・若者育成支援推進法
に基づき設置する協議会

青少年・子
ども家庭課

子ども・若者支援地域協議会
開催回数

2回 - -

H29は子
ども未来
政策課
が所管

44

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

発達障害者支
援センター連
絡協議会（発
達障害者支援
センター運営
事業）

　発達障害者支援センターが行う
発達障害者に対する支援や、関
係機関等との連携のあり方につ
いて意見等を聴取し、センターが
行う総合的なサービスのあり方
の検討に資することを目的として
開催する。

障害福祉課
発達障害者支援センター連絡
協議会開催回数

発達障害者支援センター連絡協議会
実施回数：２回

- -

45

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

発達障害支援
に関する研修
会の実施（福
祉・介護人材
育成基盤整備
事業）

　発達障害支援に関する研修会
を実施することにより、発達障害
児（者）支援に携わる人材育成を
目的として実施し、支援者の育成
や、資質向上を図る。

福祉政策課
障害福祉
課

研修会の開催の実績 － - -
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46

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

発達障害者支
援センターによ
る主催研修、
共催研修、講
師派遣等（発
達障害者支援
センター運営
事業）

　研修や関係機関への講師派遣
等により、支援者の資質向上を
図る。

障害福祉課 ○
発達障害者支援センター運営
事業で実施した研修実績

主催・共催研修
件数：19件
延べ受講者数：2,237名

講師派遣
件数：110件
延べ受講者数：5,940名

延べ件
数：150

件
延べ受
講者
数：

6,000名
（講師
派遣）

○

47

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

特別支援教育
実践推進事業

　全教職員の特別支援教育に係
る指導の改善を図ることを目的と
し、内容は管理職研修、一般教
員研修がある。

県立学校教
育課

義務教育
課

・特別支援教育実践推進研修
の実施
　（開催回数／参加人数）

インクルーシブ教育システム整備事業
　・管理職悉皆研修（４71人）
　・新任校長・教頭研修（１８９人）
　・一般教員研修（１１３０人）

- -

48

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

特別支援教育
人材育成研修

　全ての学校現場の特別支援教
育に係る推進役（特別支援教育
コーディネーター）の強化で、幼
児児童生徒への支援の推進を図
る。

県立学校教
育課

義務教育
課

特別支援教育人材育成研修
の実績（開催回数／参加人
数）

特別支援教育コーディネーター養成研修（７６４人）
幼稚園特別支援教育実践研修（２２６人）
特別支援学級・通級指導担当者研修（１１３３人）
校等学校特別支援教育実践推進研修（7１人）
合理的配慮に基づくＩＣＴ教育推進研修(１５２人）

- -
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Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
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２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
村
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なるもの

H30
目標設
定等

数値
目標

備考

49

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

圏域別研修等
事業（発達障
害者支援体制
整備事業）

各圏域福祉保健所が、圏域の課
題や実状を踏まえ発達障害児
（者）支援者等の資質向上や発
達障害支援に関する内容の研修
等を実施し、支援体制整備を図
ることを目的とする。

福祉事務所
障害福祉
課

圏域別研修等事業の実績（各
圏域ごと）

【北部】１回/80 名
○地域における発達障害児・者支援体制の充実を目的とし、「アタッチメ
ント～親子関係の信頼関係を深めるために大切なこと～」をテーマに研
修会を開催。
○対象者：相談支援従事者、障害福祉サービス事業所職員、関係各課
の行政職員、その他支援者
【中部】
研修名：中部圏域ペアレント・プログラム支援者研修
日程：第１回～6回　平成30年5月30日～8月8日の隔週水曜日、
　　　　フォローアップ回11月7日
場所：宜野湾市役所会議室
対象者：圏域内支援者（町村保健師、特別支援学校ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ他4名）
参加者：延べ28名
【南部】（１回／９８名）
第１回療育・教育部会研修会
対象者：保育関係者、教育関係者
（１）「対人援助の基本姿勢」（２）「新サポートノートえいぶるについて」（３）
「関わっている事例について記入してみよう」グループワーク
【宮古】
○宮古圏域ペアレント・プログラム（宮古島市）（主催：宮古圏域相談支援
部会）　参加者：保護者7名、支援者10名
○子育て支援講演会「暮らしを楽しくするヒント－おっちょこちょいと、うっ
かりさんの解決策－」（宮古島市）（主催：宮古福祉事務所、沖縄県発達
障害者支援センター）　受講者：77名
○子育て応援講演会「脱「～しなさい！」～親も子も気持ちいい声かけの
工夫～」（多良間村）（主催：宮古福祉事務所、共催：沖縄県発達障害者
支援センター）　受講者：40名
【八重山】（計3回／122名）
・H30.6.27に就労部会学習会として「発達障がい者への就労支援」（発達
障がい者就労支援基礎講座　in　八重山）を開催。参加者：48名（沖縄県
発達障がい者支援センターと共同主催・与那国町及び石垣市の共催）
・与那国町（H31.2.8）、石垣市（H31.2.9）において、平岡禎之氏・ワッシー
ナ氏を講師とした「子育て支援講演会～子育てが楽しくなるヒントがいっ
ぱい」を開催。参加者計74名（与那国町参加者18名、石垣市参加者56
名、沖縄県発達障がい者支援センターと共同主催）。

50回 ○

50

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

強度行動障害
支援者養成研
修

強度行動障害を有する方に対
し、適切で専門的な支援を行うた
め、医療を含めた強度行動障害
に対する総合的な支援体制を構
築するとともに、障害者福祉施設
等の従事者が、専門的な知識や
技術を身に付け、本人の生活の
質を向上させることを目的とした
研修

障害福祉課
強度行動障害支援者養成研
修（基礎・実践研修）

基礎研修　4回開催　386人

実践研修　４回開催　329人
- -

Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等
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る課①
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る課②

市町
村
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目標設
定等

数値
目標

備考

51

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

市町村等の支
援者に対する
研修（市町村
発達障害者支
援体制サポー
ト事業）

　特に、市町村等の地域支援シ
ステム構築を目的とした研修等
の実施により、市町村の相談支
援体制の整備に対する支援を行
う。

障害福祉課 ○
市町村発達障害者支援体制
サポート事業で実施した研修
実績

・市町村早期支援体制や発達障害者支援体制整備に係る会議：35件
・ペアレントプログラム研修会や市町村早期支援者向け研修会への講師
派遣：33件
・市町村早期支援事業等へのコンサルテーション：19件

延べ受
講者数
200名

-

52

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

巡回支援専門
員整備事業
（市町村地域
生活支援事
業）【再掲】

保育所等の子どもやその親が集
まる施設・場に巡回支援を実施
し、障害が「気になる」段階から
支援を行うための体制の整備を
図ることを目的としている。

障害福祉課 ○
巡回支援専門員整備事業実
施市町村数

実施市町村数：13市町村 - -

53

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

保育所等訪問
支援（障害児
通所支援）【再
掲】

障害のある子が集団生活を営む
施設に訪問支援員が訪問し、専
門的な支援・相談などを行うサー
ビス

障害福祉課 ○ 保育所等訪問支援事業所数 18箇所 - -

54

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

児童発達支援
（障害児通所
支援）

未就学の障害のある子どもに対
して、日常生活における基本的
な動作の指導、集団生活への適
応訓練などを行うサービス

障害福祉課 ○ 児童発達支援事業所数 238箇所 - -

55

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

親子通園事業
所等職員向け
研修

親子通園事業所や児童発達支
援事業所等職員向けの研修の
実施

障害福祉課 ○ 親子通園事業所等職員向け
研修の実績

・主催研修(共催：沖縄県発達支援通園事業連絡協議会）
件数：１件　　受講者数：308名

・講師派遣
件数：32件　　受講者数：2,123名

- -

56

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

発達障害児者
支援に関わる
相談・支援機
関リストの作成
（発達障害者
支援センター
運営事業）

　発達障害児者支援に関わる相
談・支援機関リストを作成するこ
とにより、当事者及びご家族、支
援関係機関がリストを活用し、必
要な支援につながることを目的と
する。

障害福祉課
発達障害児者支援に関わる
相談・支援機関リストの作成

平成29年2月に改訂版を作成・発行（「発達障がい児（者）支援に関わる
相談・支援機関リスト」）　6,000部増刷 - -
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Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等
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る課①

２に関係す
る課②

市町
村
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なるもの

H30
目標設
定等

数値
目標

備考

57

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

発達障害者支
援センターによ
る関係機関へ
の機関コンサ
ルテーション等
（発達障害者
支援センター
運営事業）

　市町村が実施する相談支援の
中で、専門的な支援、技術的な
助言が必要なケース等に対する
支援等を行う。

障害福祉課
発達障害者支援センター運営
事業で実施した機関コンサル
テーション等の実績

・機関コンサルテーション：58件
・講師派遣　件数：110件
　延べ受講者数：5,940名

- -

58

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

発達障害者支
援センターによ
る相談支援等
（発達障害者
支援センター
運営事業）

　発達障害児（者）に対する、相
談支援、発達支援、就労支援等
を実施する。

障害福祉課
発達障害者支援センター運営
事業による相談支援の実績

・相談支援・発達支援：実支援人数459人／延支援件数713件
・相談支援・就労支援：実支援人数27人／延支援件数79件

- -

59

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

市町村におけ
る巡回相談

　障害を持つ児（者）に対する相
談支援を行う。

保健所
障害福祉
課

○

市町村における巡回相談件
数（福祉保健所が把握してい
るもの）や、福祉保健所が実
施した相談支援の状況につい
て

【北部保健所】
４歳児発達相談会：本島２回
親子ふれあい事業：離島巡回７回
※４歳児発達相談会：H31で事業終了予定。
　親子ふれあい事業：H31～離島町村主催。

【宮古保健所】
長期療養児療育相談事業２回

【八重山保健所】
保健所としての相談事業の実績なし。
*障がい者等療育支援事業の一環として実施されている小児科医を招聘
しての個別相談会の周知の協力、当日のサポート等実施。

- -
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３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②
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60

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

総合精神保健
福祉センター
による、相談支
援等

精神障害を持つ児（者）に対する
相談支援を行うことや、支援会議
への参加により、センターの専門
性を活かした支援を通し、市町村
や関係機関との連携を図る。

総合精神保
健福祉セン
ター

相談実績（件数）等
発達支援センター連絡協議会
への参加回数
市町村要保護児童対策協議
会への参加回数
特別支援教育協議会への参
加回数
適正修学委員会への参加回
数

思春期電話・来所相談実績（延128件）
ひきこもり相談実績（実180件、延べ2,018件）
ひきこもり地域連絡協議会（3回）
ひきこもり支援機関事例検討会(3回）
ひきこもり家族教室・講演会（6回、参加延数206名）
ひきこもり支援者研修会（1回、73名）
発達障害者支援センターとの連絡会（3回）
発達障害者支援センター連絡協議会参加（2回）
発達障害者支援実務者会議参加（1回）
市町村要保護児童対策協議会参加（7回）
子ども・若者地域協議会参加（2回）
市町村修学支援委員会参加(4回)

- -

61

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

市町村におけ
る相談支援体
制の整備（市
町村発達障害
者支援体制サ
ポート事業）

　市町村において相談支援体制
を整備する必要があり、体制整
備等の支援を行う。

障害福祉課 ○ 活動実績（支援市町村数等）
・支援市町村数：16ヵ所
・延べ支援回数：87件

- -

62

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

発達障害地域
支援マネジメン
ト強化事業

　発達障害が疑われる事例や、
通常の支援が難しい困難事例等
に対応する事業所等に対し、発
達障害児（者）の特性に沿った対
応ができるよう、地域支援マネ
ジャーを配置し、専門的、広域的
な支援を総合的に行う。

障害福祉課
・研修実績
・対応件数等

研修会開催回数：14回
受講者数：493人
圏域で抱える困難事例等に対する実支援者数：88人
圏域で抱える困難事例等に対する延べ支援件数：２件
圏域で抱える困難事例等に対する調整会議回数：１回
困難事例の対応支援に関するノウハウの普及：５回

63

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

個別の教育支
援計画の作成
率

　障害のある児童生徒の一人一
人のニーズを正確に把握し、教
育の視点から適切に対応してい
くため、長期的な視点で乳幼児
期から学校卒業後までを通じて
一貫して的確な教育的支援を行
うことを目的として作成されるも
の

県立学校教
育課

○
個別の教育支援計画の作成
率

調査中 100% ○
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64

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

県内の実態調
査（市町村発
達障害者支援
体制サポート
事業）

　県内の支援体制の実態調査を
行うことにより、課題等を把握し、
市町村等の支援のあり方につい
て検討する。

障害福祉課
福祉事務
所

○ 県内の実態調査の実施状況

・市町村乳幼児健診事後教室およびフォロー事業実施状況調査
実施回数：１回
・新サポートノートえいぶるに関する調査
実施回数：１回

- -

65

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

放課後等デイ
サービス（障害
児通所支援）

　就学している障害のある子ども
に対して、学校の授業終了後又
は休日において、生活能力の向
上のために必要な訓練、社会と
の交流を促進する児童福祉法に
基づくサービス

障害福祉課 ○
放課後等デイサービスの事業
所数

372箇所 - -

66

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

放課後児童健
全育成事業
（放課後児童ク
ラブ）

　障害児受入推進事業の実施に
より、引き続き研修等を実施し、
指導員等の専門性の確保を図
る。

子育て支援
課

○
放課後児童クラブ補助市町村
数（補助設置箇所）

H30
26市町村／346箇所

- -

67

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

特別支援教育
学校支援事業
（インクルーシ
ブ教育システ
ム整備事業）

　関係機関との連携により、幼児
児童生徒への支援を実施する。
（内容）
・専門家チーム、巡回アドバイ
ザーの派遣
・特別支援教育市町村連絡協議
会
・学生支援員派遣

県立学校教
育課

義務教育
課

○

・専門家チーム、巡回アドバイ
ザーの派遣件数
・特別支援教育市町村連絡協
議会開催回数
・学生支援員派遣実績

専門家チーム派遣（１４回）
巡回アドバイザー派遣（１17回）
市町村連絡協議会開催（年２回）

- -

68

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

特別支援教育
指導資料集作
成

　障害理解や指導・支援のノウハ
ウ、実践事例等、学校現場で活
用出来る指導の手引き等を作成
するとともに、周知・活用のため
の研修会等を企画し、教職員の
特別支援教育に関する資質向上
を目的とする。

県立学校教
育課

特別支援教育指導資料集作
成実績

特別支援学校自立活動実践事例集
５冊

（累計）
○

69

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

高等学校特別
支援教育支援
員配置数

　生活支援、学習支援を必要と
する生徒が在籍する県立高等学
校へ特別支援教育支援員を配置
し、高等学校における特別支援
教育の充実を図る。

県立学校教
育課

高等学校特別支援教育支援
員配置数

高等学校特別支援教育支援員配置数
（５３人）

22名
○

Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
村

事業等の実施効果の目安と
なるもの

H30
目標設
定等

数値
目標

備考

70

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

私立幼稚園特
別支援教育補
助事業（助成
園数）【再掲】

　障害児の受入に要する経費に
対する補助を実施することによ
り、幼稚園の負担を軽減し、発達
障害児を含む障害児の就園の促
進を図る。

子育て支援
課

私立幼稚園特別支援教育補
助助成園数

13園 16園 ○

71

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

障害児就学相
談事業（相談
件数）

　総合教育センターに相談窓口
を設置し、小中学校に就学予定
の障害児とその保護者及び教育
関係者に対して、障害のある児
童生徒が自立に向けた適切な就
学を行うための相談を行う。

県立学校教
育課

障害児就業相談件数 - -

72

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

児童心理治療
施設 (旧名称：
情緒障害児短
期治療施設)

心理的・精神的問題を抱え日常
生活の多岐にわたり支障をきた
している児童を、短期間入所もし
くは通所により、医療的な観点か
ら生活支援を基盤とした心理治
療や、その家族への支援を行う
ことを目的とする。

青少年・子
ども家庭課

設置に向けた取り組み
Ｈ３０設置予定

・設置済み（H30年４月１日開所）
・入所１５名、通所３名（H31年３月31日時点）

１か所
（設置
数）

○

73

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

巡回アドバイ
ザー、専門家
チームの活用

　巡回アドバイザー、専門家チー
ムの活用により、教職員の資質
の向上や発達障害を持つ児童生
徒に対する支援強化等を図る。

県立学校教
育課

障害福祉
課

巡回アドバイザー、専門家
チーム活動実績

専門家チーム派遣（１４回）
巡回アドバイザー派遣（１17回） - -

74

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

子ども・若者総
合相談セン
ター【再掲】

ニート、ひきこもり、不登校等、社
会生活を円滑に営む上での困を
有する子ども・若者を支援するた
め、子ども・若者育成支援推進法
に基づき、子ども・若者総合相談
センターを設置し、支援する。

青少年・子
ども家庭課

子ども・若者総合相談セン
ターの設置・相談業務の開始

H26.10設置済み
１か所
（設置
数）

○

H29は子
ども未来
政策課
が所管

75

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

巡回アドバイ
ザー、専門家
チームの活用
による教育庁
との連携

　教育委員会との連携を図り、巡
回アドバイザーや専門家チーム
派遣の制度の周知を行い、障害
児の受入のための体制整備の
改善を図る。

総務私学課

子育て支
援課
(私立幼稚
園分)

巡回アドバイザー、専門家
チーム活動実績

私立幼稚園１件
巡回アドバイザー１件（私立小学校１校）

- -
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Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
村

事業等の実施効果の目安と
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目標設
定等

数値
目標

備考

76

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

教育庁等が主
催する研修会
等への私立学
校教員の参加
促進

　教育委員会との連携を図り,教
師に対する研修や個別事例の対
応のための指導・相談等の支援
を行う。

総務私学課

子育て支
援課
(私立幼稚
園分)

教育庁等が主催する研修会
等への私立学校教員の参加
促進

参加促進 - -

77

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

学習支援員・
ヘルパー等の
配置状況につ
いて

　市町村立小・中学校での学習
支援員・ヘルパー等の配置及び
県立高等学校での学習支援員・
ヘルパー等の配置により、障害
のある児童が普通学級で共に学
べる環境を整備する。

県立学校教
育課

○
学習支援員・ヘルパー等の配
置状況

小中学校支援咽頭（735人）
高等学校【５３人）

30 -

78

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

ペアレントト
レーニングや
ペアレントプロ
グラム等の普
及及びペアレ
ントメンターの
活用検討（発
達障害者支援
センター運営
事業）

　家族を支える、家族を支援する
ことが発達障害児（者）支援を実
施する上で重要であり、家族支
援の方法として、ペアレントトレー
ニングやペアレントプログラム等
の普及や、ペアレントメンターの
活用検討を行う。

障害福祉課
福祉事務
所

○
ペアレントトレーニングやペア
レントプログラムについての普
及にかかる活動実績

【ペアレントプログラムの実施】
・宮古圏域…計７回、延べ受講者数：98名
・八重山圏域…計14回（支援者向け事前学習含む）、延べ受講者数：166
名
・宜野湾市…計７回、延べ受講者数：87名
・八重瀬町…計７回、延べ受講者数：142名
【ペアレントプログラムの普及研修等】
・主催研修：２件、受講者数：338名
・講師派遣：５件、受講者数：330名
・会議等：６件

- -

79

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

当事者団体と
のヒアリング
（発達障害者
支援センター
運営事業）

当事者団体との意見交換を実施
することにより、発達障害児（者）
の実態把握や意見聴取、情報共
有等を行い、発達障害児（者）支
援の推進を図ることを目的とす
る。

障害福祉課
福祉事務
所

当事者団体とのヒアリング（懇
話会）の実施回数

・「平成30年度　発達障がい児者に関する親の会・成人当事者団体等と
の懇話会」
実施回数：１回　参加団体数：７団体
・保護者/成人当事者向け学習会への講師派遣
実施回数：８件、延べ受講者数：162名

- -

Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
村

事業等の実施効果の目安と
なるもの

H30
目標設
定等

数値
目標

備考

80

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

障害児職業自
立推進による
訪問企業数

　障害のある児童生徒に対する
職業教育・進路指導の実施や、
就労キャンペーンのための企業
訪問を実施する。

県立学校教
育課

障害児職業自立推進による
訪問企業数

訪問企業数（６社）
訪問企
業数６

社
○

81

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

子ども・若者社
会適応促進事
業

困難を有する子ども・若者に対
し、基礎生活訓練（日常生活自
立、社会参加等）の社会適応プ
ログラム等を実施する。

青少年・子
ども家庭課

・地域若者サポートステーショ
ンへの委託
・団体への委託
・社会適応プログラム、子ども
の居場所、訪問支援等の実
施状況

地域若者サポートステーション受託団体（サポステ名護、サポステ沖縄、
サポステ琉球）３団体

３団体 -

H29は子
ども未来
政策課
が所管

82

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

ＮＰＯ団体等活
動補助事業

困難を有する子ども・若者の支援
体制の充実を図るため、地域の
実情に応じた支援を行う団体及
び新たに支援を行う団体等に対
し、活動費を助成する。

青少年・子
ども家庭課

・団体への補助
・親支援や訪問支援等による
子ども・若者の支援状況

子ども・若者支援に関わる民間団体６団体（南部１団体、中部２団体、北
部１団体、宮古1団体、八重山１団体）

- -

83

２．相談支援
及び発達支
援、関係機
関との連携
について

障害児入所支
援事業【再掲】

福祉型障害児入所施設及び医
療型障害児入所施設・指定医療
機関があり、障害の特性に応じ
て、保護、日常生活の指導及び
独立自活に必要な知識技能や治
療を提供することを目的とする。

児童相談所
障害福祉
課

障害児入所支援施設設置数
医療型障害児入所施設（指定医療機関２機関含め）：６施設
福祉型障害児入所施設：６施設

- -

84
３．成人期・
就労支援に
ついて

発達障害者支
援センター【再
掲】

発達障害児（者）に対する支援を
総合的に行う地域の拠点として、
発達障害者に関する各般の問題
について発達障害児（者）及びそ
の家族からの相談に応じ、適切
な指導又は助言を行うとともに、
関係施設及び関係機関との連携
強化等により、発達障害児（者）
に対する地域における総合的な
支援体制の整備を推進すること
を目的とする。

障害福祉課
発達障害者支援センターの設
置

１箇所 － －

10



Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
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なるもの
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目標設
定等

数値
目標

備考

85
３．成人期・
就労支援に
ついて

就労移行支援
事業
就労継続支援
事業（障害福
祉サービス）

・就労に必要な知識や能力の向
上のために必要な訓練等を利用
できるサービスであり、利用促進
を行うことにより、就労支援の充
実を図る。
　就労の機会の提供を受け、活
動の機会を通じて知識や能力の
向上のために必要な訓練等を利
用することができるサービスであ
り、利用促進を行うことにより、就
労支援の充実を図る。

障害福祉課 ○
就労系サービス事業所の事
業所数

493箇所 - －

86
３．成人期・
就労支援に
ついて

障害者就業・
生活支援セン
ター運営事業

　就業を希望する障害のある人
に対して、就職するための相談
支援や生活支援を一体的に実施
する。

障害福祉課
障害者就業・生活支援セン
ター設置箇所数
登録者数

配置箇所
5圏域
H30　3,053名登録

５圏域 ○

87
３．成人期・
就労支援に
ついて

雇用開拓・定
着支援アドバ
イザーの配置
（障害者等雇
用開拓・定着
支援事業）

　障害者就業・生活支援センター
へ雇用開拓・定着支援アドバイ
ザーを配置し、企業訪問等を通
じ、圏域内の障害者の職場開
拓、働く障害者の定着促進を図
る

雇用政策課
雇用開拓・定着支援アドバイ
ザーの配置数

５圏域のセンターへ６名のアドバイザーを配置
（南部：２名、中部・北部・宮古・八重山：各１名）

- -

88
３．成人期・
就労支援に
ついて

障害者職場適
応訓練

　障害者に対する職業訓練を事
業主へ委託し、訓練終了後の雇
用促進を図る事業である。

雇用政策課 職場適応訓練受講者数 職場適応訓練受講者１４名 - -

Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
村

事業等の実施効果の目安と
なるもの

H30
目標設
定等

数値
目標

備考

89
３．成人期・
就労支援に
ついて

障害者実雇用
率

従業員数が50人以上の事業主
に対し、従業員数（短時間労働者
を含む）の一定比率を障害者と
するように義務づけており、 民間
では2.0％（除外率調整後の常用
労働者数に対する障害者の比
率）、国や地方では2.2％と定めら
れている。

雇用政策課 障害者実雇用率 民間企業２．７３％（全国１位）

法定雇
用率
・民間
企業：
2.0％
・公的
機関：
2.3％
・教育
委員
会：

2.2％

○

90
３．成人期・
就労支援に
ついて

障害児職業自
立推進による
訪問企業数
【再掲】

　障害のある児童生徒に対する
職業教育・進路指導の実施や、
就労キャンペーンのための企業
訪問等を実施する。

県立学校教
育課

障害児職業自立推進による
訪問企業数

訪問企業数（６社）

訪問企
業数6

社
（毎年
度）

○

91
３．成人期・
就労支援に
ついて

特別支援学校
卒業後の進路
決定率

　発達障害児（者）を含む就労支
援や、社会参加、自立に向けた
支援を特別支援学校在学時から
実施することにより、特別支援学
校卒業後の進路決定率があが
る。

県立学校教
育課

特別支援学校卒業後の進路
決定率

進路決定率９５．３ - -

92
３．成人期・
就労支援に
ついて

若者コミニュ
ケーション能力
要支援者就職
プログラム（沖
縄労働局）

　就職支援ナビゲーター（発達障
害者等支援分）をハローワークの
一般窓口に配置し、発達障害者
専門指導監や専門支援機関等
（ハローワークの専門援助部門、
地域障害者職業センター、障害
者就業・生活支援センター、発達
障害者支援センター、その他の
支援機関）と連携し、就職支援を
実施している。

障害福祉課
若者コミニュケーション能力要
支援者就職プログラムの活用

- - -

非公表
のため、
実績の
掲載は
なし。

93
３．成人期・
就労支援に
ついて

発達障害者就
労支援者育成
事業（沖縄労
働局）

　発達障害者に対する理解を促
進し、雇用管理のノウハウを付与
するため、事業所等において短
時間の就労体験を実施してい
る。

障害福祉課
発達障害者就労支援者育成
事業の活用

- - -

非公表
のため、
実績の
掲載は
なし。
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94
３．成人期・
就労支援に
ついて

発達障害者・
難治性疾患患
者雇用開発助
成金（沖縄労
働局）

　発達障害者を公共職業安定所
の紹介により、継続して雇用する
労働者として新たに雇い入れた
事業主に対して助成するもの

障害福祉課
発達障害者・難治性疾患患者
雇用開発助成金の活用

- - -

非公表
のため、
実績の
掲載は
なし。

95
３．成人期・
就労支援に
ついて

職業準備支
援：発達障害
者就労支援カ
リキュラム（地
域障害者職業
センター）

発達障害者に対する職業リハビ
リテーションサービスの充実・強
化を図る。（職業準備支援の中
に、発達障害者支援向けの講座
等が含まれる。）

障害福祉課
発達障害者に対する支援プロ
グラムの活用

職業準備支援利用者数（51名）の内、発達障害者等のその他の障害者
数（24名） - -

96

３．成人期・
就労支援に
ついて【再
掲】

子ども・若者総
合相談セン
ター【再掲】

ニート、ひきこもり、不登校等、社
会生活を円滑に営む上での困難
を有する子ども・若者を支援する
ため、子ども・若者育成支援推進
法に基づき、子ども・若者総合相
談センターを設置し、支援する。

青少年・子
ども家庭課

設置に向けた取り組み
Ｈ２６　設置予定

H26.10設置済み
１か所
（設置
数）

○

H29は子
ども未来
政策課
が所管

97
３．成人期・
就労支援に
ついて

市町村地域生
活支援事業の
活用

　障害者等が自立した日常生活
又は社会生活を営むことが出来
るよう必要な事業を実施すること
ができ、活用促進を図ることによ
り、地域の発達障害者支援の整
備につながる。

障害福祉課 ○
市町村地域生活支援事業の
活用促進

・市町村が実施する地域生活支援事業への補助
・専門的な相談支援実施による市町村への支援
・圏域自立支援連絡会等を通じて、市町村に対する助言、支援を実施。

- -

98
３．成人期・
就労支援に
ついて

障害者相談支
援事業の活用
による相談窓
口での対応（市
町村地域生活
支援事業・必
須事業）

　障害者等からの相談に応じ必
要な情報の提供及び助言その他
の障害福祉サービスの利用支援
等、必要な支援を行うことによ
り、発達障害者の支援の充実に
つながる。

障害福祉課 ○ 障害者相談支援事業実施率 75.6％（基幹相談支援センター等機能強化事業実施率） - -

Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
村

事業等の実施効果の目安と
なるもの

H30
目標設
定等

数値
目標

備考

99
３．成人期・
就労支援に
ついて

手帳（療育手
帳、精神保健
福祉手帳等）
の申請及び障
害福祉サービ
ス等の情報提
供

　市町村での手帳（療育手帳、精
神保健福祉手帳等）の申請に関
する支援や、障害福祉サービス
利用に関する情報提供等、障害
福祉制度の利用促進に努める。

総合精神保
健福祉セン
ター

身体障害
者更生相
談所

○
･療育手帳交付数
・精神保健福祉手帳交付数

・精保センターにおける精神保健福祉手帳交付数8,884件)
・精神障害者雇用支援連絡協議会参加(3回)
・障害者雇用連絡会議参加(１回)

・療育手帳交付数：16,475件
（参考）知的障害者更生相談所における判定件数：833件
※手帳発行は県福祉事務所

- -

100
３．成人期・
就労支援に
ついて

支援者に対す
る研修等の実
施（発達障害
者支援セン
ター運営事業）

　支援機関の支援者の資質向
上、人材育成を図ることを目的に
講師派遣及び主催・共催研修等
を実施する。

障害福祉課
発達障害者支援センター運営
事業による講師派遣及び主
催・共催研修等実績

・主催研修：６件　受講者数：474名
・講師派遣：４件　受講者数：233名

- -

101
３．成人期・
就労支援に
ついて

発達障害者支
援センター連
絡協議会およ
び部会（発達
障害者支援セ
ンター運営事
業）

　発達障害者支援センターが行う
発達障害者に対する支援や、関
係機関等との連携のあり方につ
いて意見等を聴取し、センターが
行う総合的なサービスのあり方
の検討に資することを目的として
開催する。

障害福祉課
発達障害者支援センター連絡
協議会および部会開催回数

沖縄県発達障害者支援センター連絡協議会
実施回数：２回

- -

102
３．成人期・
就労支援に
ついて

発達障害児
（者）支援機関
連絡会議【再
掲】

　発達障害児（者）及びその家族
に対し、途切れのない支援を推
進するため、県関係各課等で委
員を構成し、支援に係る現状及
び課題の共有や対応協議等を行
う会議として開催する。

障害福祉課
発達障害児（者）支援機関連
絡会議開催回数

（開催状況）
実務者会議：１回
支援機関連絡会議：１回

- -

103
３．成人期・
就労支援に
ついて

沖縄県自立支
援協議会就労
支援部会の活
用

　県全体の障害児者の支援体制
の検討や市町村の支援体制に
対する意見・助言等を行うことに
より、県内の成人期支援の充実
を図る。

障害福祉課
沖縄県自立支援協議会就労
支援部会の開催回数

・就労支援部会　1回
２回

（年間）
○

12



Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
村

事業等の実施効果の目安と
なるもの

H30
目標設
定等

数値
目標

備考

104
３．成人期・
就労支援に
ついて

市町村自立支
援協議会及び
圏域自立支援
連絡会議の活
用

　各圏域に圏域自立支援連絡会
議を設置し、市町村の課題抽
出、相談支援体制に対する支援
を実施するとともに、市町村自立
支援協議会において成人期支援
について協議、検討する。

福祉事務所
障害福祉
課

○

・圏域自立支援連絡会議の成
人期、就労支援等の部会の
設置状況
・市町村自立支援協議会（全
体会）の開催回数

【北部】
・就労部会設置あり。
・【北部】　８回
名護市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、伊江村、東村：各１回
伊平屋村開催なし。

【中部】
中部圏域障害者自立支援連絡会議　就労部会　年4回
管内市町村自立支援協議会　開催　17回
【南部】
・南部圏域自立支援連絡会議（就労部会）設置
・市町村自立支援協議会：　　回開催

【宮古】
・就労支援部会の設置なし
・自立支援協議会：11回開催（宮古島市10回、多良間村1回）

【八重山】
○石垣市
　自立支援協議会　3回開催
　相談支援部会　2回開催
　こども部会　2回開催
　就労支援部会　2回開催
　権利擁護部会　2回開催
　住まい・地域移行支援部会　2回開催
○竹富町
　自立支援協議会　1回
○与那国町
　開催実績無し

（市町
村自立
支援協
議会）
205回
（累計）

○

105
３．成人期・
就労支援に
ついて

障害者の態様
に応じた多様
な委託訓練

障害者の職業能力開発のため、
障害者の就労支援のノウハウを
有する社会福祉法人、NPO法
人、企業等に委託して職業訓練
を実施する。

労働政策課
障害福祉
課

委託訓練の実施状況
（求職者向け訓練のうち発達
障害者が募集対象者に含ま
れるもの、特別支援学校等の
生徒を対象としたもの）

・（求職者）11コース／定員78名（定員割れ等で閉講になった1コース／定
員5名は除く）
・（特別支援学校) 2コース／定員2名

- -

Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
村

事業等の実施効果の目安と
なるもの

H30
目標設
定等

数値
目標

備考

106
３．成人期・
就労支援に
ついて

子ども・若者社
会適応促進事
業【再掲】

困難を有する子ども・若者に対
し、基礎生活訓練（日常生活自
立、社会参加等）の社会適応プ
ログラム等を実施する。

青少年・子
ども家庭課

・地域若者サポートステーショ
ンへの委託
・団体への委託
・社会適応プログラム、子ども
の居場所、訪問支援等の実
施状況

地域若者サポートステーション受託団体（サポステ名護、サポステ沖縄、
サポステ琉球）３団体

３団体 -

H29は子
ども未来
政策課
が所管

107
３．成人期・
就労支援に
ついて

ＮＰＯ団体等活
動補助事業

困難を有する子ども・若者の支援
体制の充実を図るため、地域の
実情に応じた支援を行う団体及
び新たに支援を行う団体等に対
し、活動費を助成する。

青少年・子
ども家庭課

・団体への補助
・親支援や訪問支援等による
子ども・若者の支援状況

子ども・若者支援に関わる民間団体６団体（南部１団体、中部２団体、北
部１団体、宮古1団体、八重山１団体）

- -

108
３．成人期・
就労支援に
ついて

沖縄障害者職
業センター等
の実施する研
修等

　事業主や就労支援を行う関係
機関に対して実施する発達障害
者関係の研修等

障害福祉課 各種研修の実績
・就業支援基礎研修受講者数（71名）
・障害者職業生活相談員資格認定講習受講者数（80名）

－ －

109

４．医療機関
のネットワー
クの構築と
医療体制

発達障害者支
援センター【再
掲】

発達障害児（者）に対する支援を
総合的に行う地域の拠点として、
発達障害者に関する各般の問題
について発達障害児（者）及びそ
の家族からの相談に応じ、適切
な指導又は助言を行うとともに、
関係施設及び関係機関との連携
強化等により、発達障害児（者）
に対する地域における総合的な
支援体制の整備を推進すること
を目的とする。

障害福祉課
発達障害者支援センターの設
置

１箇所 － －

110

４．医療機関
のネットワー
クの構築と
医療体制

子どもの心の
診療ネットワー
ク事業

　様々な子どもの心の問題、被
虐待児の心のケアや発達障害に
対応するため、拠点病院を中核
とし、地域の医療機関並びに関
係機関と連携した支援体制の構
築を図ることを目的とした事業で
あり、医療機関や関係機関との
ネットワーク構築に向けた取組を
図る。

地域保健課
障害福祉
課

子どもの心の診療ネットワー
ク事業の実施状況

診療相談支援　303件
離島診療支援（石垣島、宮古島、久米島）
小児科医等を対象に発達障害に関する研修会の開催（3回345名）
臨床心理士受け入れ実習（1名1日）
普及啓発・パンフレット等の配布

５圏域 ○

13
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計画・取組等
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目標設
定等
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目標
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111

４．医療機関
のネットワー
クの構築と
医療体制

発達障がい児
（者）支援に関
わる医療機関
等リストの作成

　発達障害の診療を行っている
医療機関リストを作成することに
より、医療機関の相互協力の推
進と、発達障害児（者）や支援者
に対し情報提供を行う。

障害福祉課
発達障がい児（者）支援に関
わる医療機関リストの作成
（改定）状況

「発達障がい児（者）の診療等を行っている医療機関リスト」500部増刷 - -

112

４．医療機関
のネットワー
クの構築と
医療体制

発達障害児
（者）支援協力
医療機関数

　発達障害の診療を行っている
医療機関リストを作成することに
より、医療機関の相互協力の推
進と、発達障害児（者）や支援者
に対し情報提供を行う。

障害福祉課
発達障がい児（者）支援に関
わる医療機関リストに掲載さ
れる医療機関数

34機関 25機関 ○

113

４．医療機関
のネットワー
クの構築と
医療体制

医療機関従事
者に対する研
修等の実施
（発達障害者
支援センター
運営事業及び
福祉介護人材
育成基盤整備
事業等）

　医療機関従事者の専門性の向
上及び人材育成を図ることを目
的に研修を実施する。

障害福祉課
医療機関従事者に対する研
修等の実績

【発達障害者支援センター】
講師派遣：１件　受講者数：30名

【かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業】
中部圏域：１件、受講者数：56名
南部圏域：１件、受講者数：47名
宮古圏域：１件、受講者数：42名

- -

114

４．医療機関
のネットワー
クの構築と
医療体制

医師確保対策
（こども心療
科・こども外来
の環境整備）
事業

　琉球病院において、児童思春
期の療養のための病床を確保
し、独立したこども心療科を整備
し、人材育成拠点とする。

保健医療政
策課

障害福祉
課

医師確保対策（こども心療科・
こども外来の環境整備）事業
の実施状況

－ - -

115

４．医療機関
のネットワー
クの構築と
医療体制

県立南部医療
センター・こど
も医療センター
「こころの心療
科」による診療

　県立南部医療センター・こども
医療センターにおいて、発達障害
児の診療を実施する。

県立病院課
障害福祉
課

県立南部医療センター・こども
医療センター「こころの心療
科」による診療の実施

実施 - -

Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等
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２に関係す
る課②

市町
村
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目標設
定等

数値
目標
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116

５．情報発
信、普及啓
発等につい
て

発達障害者支
援センター【再
掲】

発達障害児（者）に対する支援を
総合的に行う地域の拠点として、
発達障害者に関する各般の問題
について発達障害児（者）及びそ
の家族からの相談に応じ、適切
な指導又は助言を行うとともに、
関係施設及び関係機関との連携
強化等により、発達障害児（者）
に対する地域における総合的な
支援体制の整備を推進すること
を目的とする。

障害福祉課
発達障害者支援センターの設
置

１箇所 １か所 ○

117

５．情報発
信、普及啓
発等につい
て

発達障害児者
支援に関わる
相談・支援機
関リストの作成
（発達障害者
支援センター
運営事業）【再
掲】

　発達障害児者支援に関わる相
談・支援機関リストを作成するこ
とにより、当事者及びご家族、支
援関係機関がリストを活用し、必
要な支援につながることを目的と
する。

障害福祉課
発達障害児者支援に関わる
相談・支援機関リストの作成

平成29年2月に改訂版を作成・発行（「発達障がい児（者）支援に関わる
相談・支援機関リスト」）　6,000部増刷 - -

118

５．情報発
信、普及啓
発等につい
て

発達障害者支
援センターによ
る啓発パンフ
レットの作成
（発達障害者
支援センター
運営事業）

　発達障害理解のための啓発パ
ンフレット等の作成により、県民
及び支援者に正しい知識と理解
について情報発信を行う。

障害福祉課 啓発パンフレットの作成状況
・啓発冊子「発達障害ってな～に」増刷部数：5,000部
・世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間　2018inおきなわ広報資料
広報チラシ：12,000部　広報ポスター：130部

- -

119

５．情報発
信、普及啓
発等につい
て

発達障がい児
（者）支援に関
わる医療機関
等リストの作成

　発達障害の診療を行っている
医療機関リストを作成することに
より、医療機関の相互協力の推
進と、発達障害児（者）や支援者
に対し情報提供を行う。

障害福祉課
発達障がい児（者）支援に関
わる医療機関リストの作成
（改定）状況

「発達障がい児（者）の診療等を行っている医療機関リスト」　500部増刷 - -

120

５．情報発
信、普及啓
発等につい
て

講演会や、発
達障害理解に
向けた普及啓
発の取組（発
達障害者支援
センター運営
事業）

　毎年度「世界自閉症啓発デー・
発達障害啓発週間」を活用し、発
達障害理解に向けた普及啓発の
取組を積極的に推進する。

障害福祉課 ○
世界自閉症啓発デー・発達障
害啓発による普及啓発の取り
組み状況

・啓発イベント: ２件
　（世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間-2018inおきなわ-、南部圏
域・中部圏域）
・講師派遣(啓発講演会）件数：４件
　受講者数：191名

延べ件
数

５件
○
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Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
村

事業等の実施効果の目安と
なるもの

H30
目標設
定等

数値
目標

備考

121

５．情報発
信、普及啓
発等につい
て

圏域別研修等
事業（発達障
害者支援体制
整備事業）
【再掲】

各圏域福祉保健所が、圏域の課
題や実状を踏まえ発達障害児
（者）支援者等の資質向上や発
達障害支援に関する内容の研修
等を実施し、支援体制整備を図
ることを目的とする。

福祉事務所
障害福祉
課

圏域別研修等事業の実施状
況

【北部】１回/80 名
○地域における発達障害児・者支援体制の充実を目的とし、「アタッチメ
ント～親子関係の信頼関係を深めるために大切なこと～」をテーマに研
修会を開催。
○対象者：相談支援従事者、障害福祉サービス事業所職員、関係各課
の行政職員、その他支援者
【中部】
研修名：中部圏域ペアレント・プログラム支援者研修
日程：第１回～6回　平成30年5月30日～8月8日の隔週水曜日、
　　　　フォローアップ回11月7日
場所：宜野湾市役所会議室
対象者：圏域内支援者（町村保健師、特別支援学校ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ他4名）
参加者：延べ28名
【南部】（１回／９８名）
・第１回療育・教育部会研修会
対象者：保育関係者、教育関係者
（１）「対人援助の基本姿勢」（２）「新サポートノートえいぶるについて」（３）
「関わっている事例についてきにゅうしてみよう」グループワーク
【宮古】
○宮古圏域ペアレント・プログラム（宮古島市）（主催：宮古圏域相談支援
部会）　参加者：保護者7名、支援者10名
○子育て支援講演会「暮らしを楽しくするヒント－おっちょこちょいと、うっ
かりさんの解決策－」（宮古島市）（主催：宮古福祉事務所、沖縄県発達
障害者支援センター）　受講者：77名
○子育て応援講演会「脱「～しなさい！」～親も子も気持ちいい声かけの
工夫～」（多良間村）（主催：宮古福祉事務所、共催：沖縄県発達障害者
支援センター）　受講者：40名
【八重山】（計3回／122名）
・H30.6.27に就労部会学習会として「発達障がい者への就労支援」（発達
障がい者就労支援基礎講座　in　八重山）を開催。参加者：48名（沖縄県
発達障がい者支援センターと共同主催・与那国町及び石垣市の共催）
・与那国町（H31.2.8）、石垣市（H31.2.9）において、平岡禎之氏・ワッシー
ナ氏を講師とした「子育て支援講演会～子育てが楽しくなるヒントがいっ
ぱい」を開催。参加者計74名（与那国町参加者18名、石垣市参加者56
名、沖縄県発達障がい者支援センターと共同主催）。

50回 ○

122

５．情報発
信、普及啓
発等につい
て

発達障害児
（者）の実態及
び課題の把握

　発達障害児（者）を支援してい
る民間団体の把握及び当該団体
や関係機関と連携した支援を進
めることや、市町村、圏域ごとの
発達障害児（者）の実態及び課
題の把握を行い情報発信や普及
啓発を行う。

障害福祉課
福祉事務
所

○

取り組み状況の実績（例：民
間団体との連携、実態調査等
の実施状況、情報発信や普
及啓発の方法、実績等）

・市町村乳幼児健診事後教室およびフォロー事業実施状況調査
実施回数：１回
・新サポートノートえいぶるに関する調査
実施回数：１回

- -

Ｎｏ １．項目
２．実施事業・
計画・取組等

３．２の概要等（事業の内容、目
的等）

２に関係す
る課①

２に関係す
る課②

市町
村

事業等の実施効果の目安と
なるもの

H30
目標設
定等

数値
目標

備考

123

５．情報発
信、普及啓
発等につい
て

障害者等雇用
事例周知啓発
事業

障害者の雇用事例、障害者雇用
に関する様々な制度等を情報紙
等の手段により県民に広く周知
し、障害者の就業促進を図る。

雇用政策課 情報紙発行数 発行部数：３０８，５８０部×１回 - -

124

５．情報発
信、普及啓
発等につい
て

障害者雇用支
援月間行事

関係機関と連携し、下記の行事
を実施することにより、障害者雇
用の周知啓発、雇用促進を図
る。①経済団体等に対する要請
②障害者就職面接会　③沖縄県
障害者雇用優良事業所・優秀勤
労者表彰

雇用政策課 行事実施回数

①経済団体等に対する要請（9/4）
②障害差就職面接会（9/12）
③沖縄県障害者雇用優良事業所・優秀勤労者表彰（9/14）
　①～③を各１回実施

- -

125

５．情報発
信、普及啓
発等につい
て

ひきこもり者理
解に向けた普
及啓発の取組
（ひきこもり専
門支援セン
ター事業）

ひきこもり専門支援センター
(精神保健福祉センター直営)

精神保健福
祉センター

取組状況

①ひきこもり専門支援センター通信作成及び市町村等関係機関へ配布、
ホームページへの掲載
②「ひきこもりかな？」と思ったら
　　　　　～ご家族・ご本人のためのパンフレット～パンフレット配布
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